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大阪市児童福祉審議会児童虐待事例検証第１部会運営規程 

 

１．総則 

大阪市における児童虐待の再発防止策の検討を行うことを目的として、児童虐待の

防止等に関する法律第４条第５項に規定する児童虐待を受けた児童がその心身に重大

な被害を受けた事例を分析・検証し、また、児童福祉法第 33 条の 15 に基づき、被措

置児童等虐待を受けた児童について本市が講じた措置にかかる報告に対し、意見を述

べるため、大阪市児童福祉審議会条例、及び同条例施行規則第２条、並びに運営要綱

第２条に基づき、児童福祉審議会の下に、「児童虐待事例検証第１部会」（以下、「部会」

という）を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。 

 

２．委員構成 

部会の委員は、大阪市児童福祉審議会条例施行規則第２条の２に基づき、大阪市児

童福祉審議会委員長が指名する委員で構成する。 

  

３．部会の会議 

（１） 部会の会議は、部会長が招集する。 

（２） 部会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（３） 部会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決

するところによる。 

（４） 部会の議決は、これをもって大阪市児童福祉審議会の議決とする。 

（５） 部会長は、必要と認めるときは構成員以外の出席を求めることができる。 

（６） 部会長は、必要と認めるときは関係機関への調査を行うことができる。 

 

４．検証等事項 

（１） 本市が関与していた虐待による死亡事例（心中を含む）すべてを検証の対象と

する。ただし、死亡に至らない事例や関係機関の関与がない事例（車中放置、

新生児遺棄致死等）であっても検証が必要と認められる事例については、あわ

せて対象とする。 

（２） 本市が所管する児童福祉施設等における被措置児童等虐待事例について、本市

が講じた措置の報告を受け、意見を述べるものとする。 

（３） 部会が、児童虐待事例について検証する内容は次のとおりとする。 

①  事例の問題点と課題の整理 

②  取り組むべき課題と対策 

③  その他検証に必要を認められる事項 



2 

５．検証方法 

（１） 部会における検証は、事例ごとに行う。なお、検証にあたっては、その目的が

再発防止策を検討するためのものであり、関係者の処罰を目的とするものでな

いことを明確にする。 

（２） 部会は、本市から提出された情報を基に、ヒアリング等の調査を実施し、事実

関係を明らかにすると共に発生原因の分析等を行う。 

（３） 部会は個人情報保護の観点から非公開とする。非公開とする理由は、検証を行

うにあたり、部会では、児童等の住所、氏名、年齢、生育歴、身体及び精神の

状況等個人のプライバシーに関する情報に基づき事実関係を確認する必要があ

るためである。 

（４） 被措置児童等虐待事案の調査については、部会が設置する事案分析アドバイザ

ーに意見聴取のうえ、部会へ報告を要するものとする。 

（５） 事案分析アドバイザーは事務局が候補者を選定のうえ、部会の議決を得ること

により正式に選任されるものとする。 

（６） 年度途中で部会の委員改選がある場合においても、前号の定めに基づき予め選

任された事案分析アドバイザーについては継続できるものとする。但し、委員

から疑義が呈された場合は、この限りではない。 

 

６．報告 

部会は、市内で発生した児童虐待の死亡事例（心中を含む）等について調査・検証

し、その結果及び再発防止の方策についての提言をまとめ、市長に報告するものとす

る。 

 

７．部会の開催 

死亡事例等が発生した場合、速やかに開催するよう努める。年間に複数例発生する

ような場合は、複数例をあわせて検証することもありうることとする。 

 

８．守秘義務 

部会委員及び事案分析アドバイザーは、正当な理由なく部会の職務に関して知りえ

た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 

 

９．事務局 

部会の事務局は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課に置くものとする。 

 

附則 

この規程は、平成30年12月26日から施行する。 
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附則 

この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

附則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、令和６年９月１日から施行する。 

 


